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13-認シス第 0410 号  

2013 年 11 月 27 日 

マネジメントシステム認証機関 各位 

公益財団法人 日本適合性認定協会 

認定センター 

 

IAF 総会決議に関するご案内 

 

 

先日、IAF（国際認定フォーラム）総会にて、今後改正が見込まれている国際規格の承認

に関する決議が採択されましたので、ご案内をいたします。決議概要は次のとおりです。 

 

 IAF 決議2013–14 – (Agenda Item 8) ISO/TS 22003改正に関する承認 

総会は、ISO/TS 22003:2007「食品安全マネジメントシステム－食品安全マネジメント

システムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項」の次期改正版を規準文書として

承認する。また、総会は、ISO/TS 22003:2007の次期改正版への移行期間を同規格の発

行日から3年とする。 

 

ISO/TS 22003:2007の次期改正版は年内に発行される見込みです。認定の移行に関しては、

別途ご案内いたします。 

 

 IAF Resolution 2013–15 – (Agenda Item 8) ISO 9001改正に関する承認 

総会は、ISO 9001:2008「品質マネジメントシステム－要求事項」の次期改正版を規準

文書として承認する。また、総会は、ISO 9001:2008の次期改正版への移行期間を同規

格の発行日から3年とする。 

 

ISO 9001の次期改正版は2015年9月頃に発行される予定です。認証の円滑な移行を確実に

するため、認証機関は、組織に対して、できるだけ早期に移行に関する作業を開始するよ

う推奨いただけますようお願いいたします。 

 

本協会は、今後とも、適宜、国際規格改正状況について、ご案内をしてまいります。 

 

以上 
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